
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

　
10
月
1
日
は
、「
浄
化
槽
の
日
」で
す
。

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
わ
な

い
と
、
悪
臭
な
ど
で
周
囲
に
迷
惑
を
掛

け
る
だ
け
で
な
く
、
川
や
沼
の
水
質
悪

化
を
招
く
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
化
槽
の
機
能
を
最
大
限
に

発
揮
さ
せ
る
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
の
維

持
管
理
が
大
切
で
す
。
浄
化
槽
を
使
用

し
て
い
る
人
は
、
次
の
こ
と
を
定
期
的

に
行
う
こ
と
が
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

保
守
点
検
…
年
3
・
4
回

�

清
掃
…
年
1
回
以
上（
全
ば
っ
気
方

式
は
年
2
回
以
上
）

法
定
検
査（
水
質
検
査
）…
年
1
回

維
持
管
理
や
浄
化
槽
の
設
置
に

補
助
金
が

■
維
持
管
理
費
補
助
金

　

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持

管
理（
保
守
点
検
・
清
掃
）に
年
間
要
し

た
費
用
の
2
分
の
1
相
当
額（
上
表
①
）

を
助
成
し
て
い
ま
す
。
維
持
管
理
費
補

助
金
の
申
請
時
期
は
、
保
守
点
検
お
よ

び
清
掃
の
契
約
期
間
の
終
わ
り
の
日
が

属
す
る
年
度
内（
た
だ
し
、
終
わ
り
の
日

が
3
月
31
日
の
と
き
は
翌
年
度
）で
す
。

■
設
置
費
補
助
金

　

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に

も
、
そ
の
設
置
費
用
の
一
部
を（
上
表

②
）を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
っ

て
い
る
人
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
す
る
と
き
は
、
通
常
の
設
置
補

助
に
18
万
円
を
上
乗
せ
す
る
転
換
補
助

金（
新
築
・
建
て
替
え
を
除
く
）を
、
浄

化
槽
の
設
置
に
伴
い
、
ト
イ
レ
を
水
洗

化
し
た
場
合
に
は
水
洗
便
所
補
助
金

（
3
万
円
を
限
度
）を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
印
旛
沼
流
域
に
限
り
、
窒
素

ま
た
は
リ
ン
を
除
去
す
る
高
度
処
理
型

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費
用
の
一
部

（
上
表
②
）を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
で
は
、
都
道
府
県
お
よ

び
市
区
町
村
の
協
力
の
も
と
、
最
近
の

建
築
物
お
よ
び
住
宅
の
建
築
状
況
な
ど

を
調
査
し
、
住
宅
・
建
築
行
政
な
ど
の

基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

毎
年「
建
築
物
実
態
調
査
」を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

こ
と
し
は
10
月
1
日（
日
）�〜
21
日

（
土
）の
期
間
に
美
郷
台
2
丁
目
・
本
三

里
塚
・
玉
造
6
丁
目
の
各
地
区
の
一
部

に
調
査
員
が
訪
問
し
て
質
問
形
式
に
よ

り
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
に
関

す
る
こ
と
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

10
月
11
日（
水
）〜
17
日（
火
）は
、「
違

反
建
築
防
止
週
間
」で
す
。
わ
た
し
た
ち

が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
は
、
建
築

物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切

で
す
。

��

建
築
基
準
法
は
、
生
命
・
健
康
・
財
産

を
保
護
す
る
た
め
、
地
震
や
火
災
な
ど

に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
基
準
を
定

め
て
い
ま
す
。
こ
の
基
準
は
、
建
築
物

を
建
て
る
場
合
に
は
必
ず
守
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
違
反
建
築
防
止
週
間
を
き
っ
か

け
に
、
皆
さ
ん
の
所
有
す
る
建
築
物
が

法
令
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
建

築
士
と
相
談
す
る
な
ど
、
点
検
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
こ
の
期
間
中
に「
一
斉
公
開
建

築
パ
ト
ロ
ー
ル
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

10
月
1
日
は「
浄
化
槽
の
日
」

日
ご
ろ
の
点
検
・
清
掃
を

大
切
に

皆さんのご協力を

住
宅
・
建
築
行
政
の

基
礎
資
料
の
た
め
に

建
築
物
実
態
調
査

※�

く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課︵
☎
20
︲

1
5
6
4
︶へ
。

完
了
検
査
を

受
け
て
い
ま
す
か

違
反
建
築
防
止
週
間

※�

騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
維
持
管

理
費
お
よ
び
設
置
補
助
金
と
も
に

特
例
に
よ
り
補
助
金
の
限
度
額
が

異
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
環
境

衛
生
課︵
☎
20
︲
1
5
3
1
︶へ
。

※�

く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課︵
☎
20
︲

1
5
6
4
︶へ
。

期�間＝10月1日（日）～12日（木）・
24日（火）～30日（月）
会場＝中央公民館1階ロビー

※�くわしくはニュータウン自
治会連合会・榊さん（☎
090-7282-4592）へ。

成田ふるさとまつり2006
「写真展」

合併処理浄化槽の補助金

①維持管理費補助金 ②設置費補助金

人槽区分 限度額 人槽区分 合併処理
浄化槽

高度処理型
浄化槽

5人槽 18,000円 5人槽 354,000円 444,000円

6人槽 21,000円 6・7人槽 411,000円 486,000円

7人槽 24,000円 8～10人槽 519,000円 576,000円

8人槽 27,000円 11～20人槽 981,000円 1,092,000円

10人槽 33,000円 21～30人槽 1,668,000円 1,860,000円

11～50人槽 33,000円 31～50人槽 2,238,000円 2,496,000円
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10
月
11
日（
水
）〜
20
日（
金
）は
、「
千

葉
県
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
旬

間
」で
す
。

　

隣
近
所
で
お
互
い
に
協
力
し
あ
い
、

空
き
巣
な
ど
の
侵
入
盗
や
乗
り
物
盗
な

ど
の
未
然
防
止
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

�

オ
ー
ト
バ
イ
や
自
転
車
な
ど
の
盗
難

防
止
の
た
め
、
鍵
掛
け
、
防
犯
登
録

を
し
ま
し
ょ
う

�

侵
入
な
ど
の
犯
罪
を
防
止
す
る
た

め
、
出
掛
け
る
と
き
は
必
ず
鍵
を
掛

け
ま
し
ょ
う

�

車
上
狙
い
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
車

内
に
は
貴
重
品
を
置
か
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う

　

10
月
1
日
か
ら
千
葉
県
内
の
事
業
所

で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者（
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
）と
、
そ
の

使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
地
域
別
最
低

賃
金「
千
葉
県
最
低
賃
金
」が
時
間
額

6
8
7
円（
従
来
は
6
8
2
円
）に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
最
低
賃
金
額
に
は
、
精
・
皆
勤

手
当
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、
賞
与
、

時
間
外
手
当
、
深
夜
手
当
な
ど
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

　

事
業
主（
農
林
水
産
業
の
使
用
労
働

者
5
人
未
満
の
個
人
事
業
を
除
く
）は
、

労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）に

加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
、
働
く
人
が
労
働
災
害

を
被
っ
た
り
失
業
し
た
り
し
た
と
き

に
、
所
定
の
保
険
給
付
を
行
う
制
度
で

す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
派
遣
労

働
者
に
つ
い
て
も
一
定
の
要
件
に
よ
り

加
入
者
に
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
事
業
主

は
、
早
急
に
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

●�

期
間
＝
10
月
3
日（
火
）〜
17
日（
火
）

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

午

前
9
時
〜
午
後
5
時

●�

場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役
所
5

階
）、
県
都
市
計
画
課（
県
庁
7
階
・

県
決
定
案
件
の
み
）

●�
内
容
＝
①
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更（
県

決
定
）、
②
区
域
区
分
の
変
更（
県

決
定
）、
③
都
市
再
開
発
の
方
針
の

変
更（
県
決
定
）、
④
用
途
地
域
の
変

更（
県
決
定
）、
⑤
高
度
地
区
の
変
更

（
市
決
定
）、
⑥
道
路
の
変
更（
県
決

定
・
市
決
定
）、
⑦
地
区
計
画
の
決

定（
市
決
定
）

●�

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
つ
い
て

意
見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
中
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
郵
送
の
場
合
は
提
出
期
間
の

最
終
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で

有
効
）

　

道
路
や
個
人
の
土
地
に
家
電
製
品
や

家
庭
ご
み
、
建
築
廃
材
な
ど
を
捨
て
る

不
法
投
棄
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
不
法
投
棄
監
視
員
や
職
員

に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
、
さ
ら
に
監
視
カ

メ
ラ
の
設
置
や
警
備
会
社
に
よ
る
夜
間

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
不
法
投
棄
の
防

止
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
防
止
す
る
に
は
、
常
日

ご
ろ
か
ら
不
審
車
両
、
不
審
者
に
注
意

を
払
う
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん
の
目
に

よ
っ
て
監
視
す
る
こ
と
、
そ
し
て
土
地

所
有
者
の
皆
さ
ん
が
草
を
刈
っ
た
り
、

空
き
地
に
柵
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
適

正
な
管
理
を
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

不
法
投
棄
を
発
見
し
た
ら
環
境
対
策

課
へ
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
14
年
1
月
1
日
時
点
で
、
旧
農

業
者
年
金
制
度
の
保
険
料
納
付
済
期
間

と
カ
ラ
期
間
、
お
よ
び
65
歳
ま
で
の
期

間
を
合
計
し
て
20
年
を
満
た
す
人
は
、

特
例
脱
退
一
時
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

特
例
脱
退
一
時
金
は
、
納
付
済
総
額

の
8
割
程
度
と
な
っ
て
い
て
、
請
求
期

限
は
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

こ
の
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
に
は
、
受

給
要
件
を
満
た
し
た
時
点（
老
齢
年
金

の
場
合
は
65
歳
）で
、
年
金
の
請
求
を

行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

特
例
脱
退
一
時
金
の
請
求
は
、
市
農

業
委
員
会
ま
た
は
農
協
で
受
け
付
け
し

ま
す
。
な
お
、
年
末
は
休
み
に
な
り
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
12
月
上
旬
ま
で

に
手
続
き
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

犯
罪
の
未
然
防
止
に

心
掛
け
ま
し
ょ
う

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
旬
間

※�

く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課︵
☎
20
︲

1
5
2
7
︶へ
。

10
月
1
日
か
ら

改
正
さ
れ
ま
す

千
葉
県
最
低
賃
金

※�

く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室︵
☎
0
4
3
︲
2
2
1
︲

2
3
2
8
︶へ
。

事
業
主
の
皆
さ
ん
は

忘
れ
ず
に
加
入
手
続
き
を

10
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
月
間

※�

く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
労
働
保

険
徴
収
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
1
︲

4
3
1
7
︶ま
た
は
成
田
労
働
基

準
監
督
署︵
☎
22
︲
5
6
6
6
︶へ
。

市
役
所
と
県
庁
で

縦
覧
し
ま
す

都
市
計
画
案

※�

く
わ
し
く
は
市
都
市
計
画
課︵
☎

20
︲
1
5
6
0
︶ま
た
は
県
都
市

計
画
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲

3
3
7
6
︶へ
。

土
地
の
所
有
者
は

適
正
に
管
理
を

不
法
投
棄
の
防
止

※�

く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5

　

3
2
︶へ
。

請
求
期
限
は

こ
と
し
の
12
月
31
日
ま
で

農
業
者
年
金
特
例
脱
退
一
時
金

※�

く
わ
し
く
は
市
農
業
委
員
会
事
務

局︵
☎
20
︲
1
5
7
3
︶、
ま
た
は

Ｊ
Ａ
成
田
市︵
☎
22
︲
6
7
1
5
︶、

同
か
と
り
大
栄
支
店︵
☎
73
︲

4
4
1
1
︶、
同
か
と
り
下
総
支
店

︵
☎
96
︲
0
0
0
6
︶へ
。

監視カメラも設置し
ています
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暮

ら

し
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知
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平
日
、
市
役
所
に
来
ら
れ
な
い
人

は
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
予
約
を
す
る
こ

と
で
、
土
・
日
曜
日
に
市
役
所
の
守
衛

室
と
中
央
公
民
館
で
住
民
票
や
納
税
証

明
な
ど
の
証
明
書
類
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

電
話
で
各
担
当
課
に
交
付
の
予
約
を

し
て
く
だ
さ
い
。
受
け
取
り
に
来
る

人
・
場
所
・
時
間
な
ど
を
う
か
が
い
ま

す
。

●�

受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
、

年
末
年
始
は
除
く
）�

午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時（
金
曜
日
は
午
後
3
時

ま
で
、
金
曜
日
が
祝
日
の
と
き
は
、

木
曜
日
の
午
後
3
時
ま
で
）

●�

交
付
日
時
＝
土
・
日
曜
日�

午
前
8

時
30
分
〜
午
後
5
時

●�

交
付
場
所
＝
市
役
所
地
下
1
階
守
衛

室
、
中
央
公
民
館

●
交
付
で
き
る
書
類

�

住
民
票
、
住
所
証
明
…
市
民
課（
☎

20
‐
1
5
2
5
）

�

納
税
証
明
、
課
税
証
明
、
所
得
証

明
、非
課
税
証
明
、所
得
等
証
明（
児

童
手
当
用
・
扶
養
手
当
用
・
奨
学
生

用
）、
法
人
住
所
証
明
な
ど
…
税
務

課（
☎
20
‐
1
5
1
3
）

�

評
価
証
明
、資
産
証
明
、�

公
課
証
明
、

記
載
事
項
証
明
…
資
産
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
4
）

　

市
消
防
本
部
管
内
の
救
急
出
動
件
数

は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
出
動
件
数

が
こ
の
ま
ま
増
え
続
け
る
と
ど
う
な
る

で
し
ょ
う
か
。

　
救
急
車
を
必
要
と
す
る
人
の
と
こ
ろ
へ

遠
く
の
救
急
車
が
出
動
す
る
こ
と
に
な

り
、
到
着
が
遅
れ
る
こ
と
で
、
救
え
る
命

が
救
え
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

緊
急
性
が
無
く
、
自
分
で
病
院
に
行

け
る
場
合
に
は
、
救
急
車
以
外
の
公
共

交
通
機
関
な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

病
状
や
、
事
故
の
状
況
か
ら
、
急
い

で
病
院
へ
連
れ
て
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い

と
思
っ
た
と
き
に
は
、
迷
わ
ず
1
1
9

番
通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。
救
急
車
を

本
当
に
必
要
と
す
る
人
の
た
め
に
、
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

水
道
事
業
は
、
皆
さ
ん
の
水
道
料
金

で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
道
料
金
が

納
期
内
に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、

督
促
状
や
給
水
停
止
予
告
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
納
入
さ
れ
な
い

場
合
は
、
給
水
を
停
止
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

漏
水
に
ご
注
意
を

　

使
用
水
量
が
極
端
に
多
い
と
思
っ
た

ら
、
漏
水
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
。
家
中

の
蛇
口
を
全
部
閉
め
て
も
、
水
道
メ
ー

タ
ー
器
の
星
型
パ
イ
ロ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー

や
1
ℓ
針
が
動
い
て
い
た
ら
、
早
急
に

市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
連
絡

し
て
修
繕
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

日
時
＝
10
月
10
日（
火
）�

午
前
10
時

〜
午
後
4
時

●
会
場
＝
市
役
所
2
階
2
0
1
会
議
室

●�

日
時
＝
10
月
16
日（
月
）�

午
前
10
時

〜
午
後
3
時

●�

会
場
＝
市
役
所
2
階
相
談
室
・
2
0
1

会
議
室

●�

相
談
内
容
＝
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

意
見
、家
庭
内
の
問
題
、相
隣
関
係
、

人
権
問
題
な
ど

●�

相
談
員
＝
行
政
相
談
委
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
市
民
生
活
相
談
員

電
話
予
約
で

土
・
日
曜
日
に
受
け
取
れ
ま
す

住
民
票
な
ど
の
証
明
書
類

※�

く
わ
し
く
は︵
社
︶県
不
動
産
鑑
定

士
協
会︵
☎
0
4
3
︲
2
2
2
︲

5
7
9
5
︶へ
。

救
急
出
動
が

増
加
し
て
い
ま
す

救
急
車
の
利
用

※�

く
わ
し
く
は
市
消
防
本
部
警
防
課

︵
☎
20
︲
1
5
9
2
︶へ
。

※�

交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の︵
運
転
免
許
証
や

健
康
保
険
証
な
ど
︶を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
く
わ
し
く
は
各
担
当
課
へ
。

支
払
い
は
期
限
内
に

水
道
料
金

※�

く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課︵
☎

22
︲
0
2
6
9
︶へ
。

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

10
月
は
土
地
月
間

市
民
な
ん
で
も
無
料
相
談

行
政
相
談
強
調
週
間
に

※�
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民
相

談
室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

本当に必要とする人のために

作業日 予定地区 予定時間
10月2日（月）並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区 午後11時

～

翌午前5時
10月3日（火）並木町（沢山・日本松）、不動ヶ岡地区
10月4日（水）飯田町、飯仲地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご
了承ください。なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置
をお願いします。

10月の水道水の排水作業日程
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